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１　令和３年度一般会計補正予算提案見込額

 （１）　歳出予算額

　　　ア　　総  　  括 　   表
         （単位：千円，％）

84,221,004 49.6 41,241,938 39.4 0 41,241,938 39.2 49.0 100.0

15,312,024 9.0 13,754,167 13.1 0 13,754,167 13.1 89.8 100.0

12,641,104 7.4 13,550,497 12.9 350,000 13,900,497 13.2 110.0 102.6

18,778,674 11.1 14,505,830 13.9 0 14,505,830 13.8 77.2 100.0

12,534,795 7.4 12,992,168 12.4 220,005 13,212,173 12.6 105.4 101.7

26,331,732 15.5 8,641,670 8.3 0 8,641,670 8.2 32.8 100.0

169,819,333 100.0 104,686,270 100.0 570,005 105,256,275 100.0 62.0 100.5

※　構成比の数値は，小数点以下第２位を四捨五入しているため，それぞれの計とは一致しない場合がある。

計
(Ｄ)=(Ｂ+Ｃ)

構成比 Ｄ／ＢＤ／Ａ

補 助 公 共 事 業

最終予算額
（Ａ）

構成比
現計予算額

（Ｂ）
構成比

６月補正提案
見込額
（Ｃ）

そ の 他 事 業

災 害 復 旧 費

合 計

備　　考

比　　　　較令和２年度 令　　　和　　　３　　　年　　　　度

区　　　　　分

国 直 轄 事 業 負 担 金

単 独 建 設 事 業

維 持 修 繕 費

1



　　　イ　　単 独 建 設 事 業
         　 （単位：千円，％）

令和２年度

区　　　分

道 路 事 業 6,890,350 6,447,460 0 6,447,460 93.6 100.0

　 　

河 川 事 業 2,023,600 2,150,000 350,000 2,500,000 123.5 116.3 河川改良費 350,000

砂 防 事 業 1,465,768 1,330,600 0 1,330,600 90.8 100.0

港 湾 事 業 1,341,800 1,324,600 0 1,324,600 98.7 100.0

漁 港 事 業 163,745 163,746 0 163,746 100.0 100.0

空 港 事 業 60,908 10,275 0 10,275 16.9 100.0

街 路 ・ 都 市
計 画 事 業

643,533 748,983 0 748,983 116.4 100.0

公 園 事 業 51,400 367,500 0 367,500 715.0 100.0

住 宅 事 業 0 1,007,333 0 1,007,333 皆増 100.0

合　　　計 12,641,104 13,550,497 350,000 13,900,497 110.0 102.6

主な補正内容

比　　較令　　　和　　　３　　　年　　　　度

Ｄ／ＢＤ／Ａ
計

(Ｄ)=(Ｂ+Ｃ)

６月補正提案
見込額
（Ｃ）

現計予算額
（Ｂ）

最終予算額
（Ａ）
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　　　ウ　　そ  の  他  事  業
　　　　（単位：千円，％）

令和２年度

土 木 総 務 費 2,601,205 3,404,280 0 3,404,280 130.9 100.0

建設業指導監督費 106,717 108,877 0 108,877 102.0 100.0

建 築 指 導 費 493,143 493,596 0 493,596 100.1 100.0

開 発 費 4,407 4,407 0 4,407 100.0 100.0

小　  計 3,205,472 4,011,160 0 4,011,160 125.1 100.0

道 路 橋 梁 総 務 費 3,113,153 2,293,434 0 2,293,434 73.7 100.0

道 路 維 持 費 248,905 361,651 0 361,651 145.3 100.0

道 路 新 設 改 良 費 57,300 113,050 0 113,050 197.3 100.0

小　  計 3,419,358 2,768,135 0 2,768,135 81.0 100.0

河 川 総 務 費 647,246 686,922 0 686,922 106.1 100.0

河 川 改 良 費 423,000 945,000 0 945,000 223.4 100.0

砂 防 費 8,000 61,800 0 61,800 772.5 100.0

小　  計 1,078,246 1,693,722 0 1,693,722 157.1 100.0

港 湾 管 理 費 589,550 168,397 135,227 303,624 51.5 180.3 135,227

港 湾 建 設 費 1,267,500 463,000 0 463,000 36.5 100.0

小　  計 1,857,050 631,397 135,227 766,624 41.3 121.4

水 産 業 費 漁 港 管 理 費 11,584 12,742 0 12,742 110.0 100.0

空 港 建 設 費 54,200 11,688 0 11,688 21.6 100.0

航 空 対 策 費 213,638 119,083 62,535 181,618 85.0 152.5 空港振興事業費 62,535

地 域 航 空 対 策 費 306,587 157,237 0 157,237 51.3 100.0

小　  計 574,425 288,008 62,535 350,543 61.0 121.7

都 市 計 画 総 務 費 2,355,121 3,552,573 22,243 3,574,816 151.8 100.6 広域公園管理費 22,243

住 宅 費 住 宅 振 興 費 33,539 34,431 0 34,431 102.7 100.0

12,534,795 12,992,168 220,005 13,212,173 105.4 101.7

Ｄ／Ａ

区   　　　　分
現計予算額

（Ｂ）
最終予算額

（Ａ）
計

(Ｄ)=(Ｂ+Ｃ)

比　　　　較

Ｄ／Ｂ
６月補正提案

見込額
（Ｃ）

令　　　和　　　３　　　年　　　　度

主な補正内容

土木管理費

道路橋梁費

河川海岸費

港 湾 費

空 港 費

都市計画費

合　　　計

港湾特別整備事業費
特別会計繰出金
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２　令和３年度特別会計補正予算提案見込額

 （１）　港湾特別整備事業費特別会計

　　ア　　歳　出　予　算　額
（単位：千円，％）

令和２年度

広島港基本施設運営
費

49,456

12,758,062 15,501,270 122,924 15,624,194 122.5 100.8

尾道糸崎港基本施設
運営費

73,468

現計予算額
（Ｂ）

最終予算額
（Ａ）

主な補正内容

比    較

区   　　　　分

令　　　和　　　３　　　年　　　　度

 港湾特別整備事業費
特別会計

Ｄ／ＢＤ／Ａ
計

(Ｄ)=(Ｂ+Ｃ)

６月補正提案
見込額
（Ｃ）
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３ 予算以外の提案見込事項 

（１） 議案 

区   分 件         名 

議 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

案 

 

条例 

 

 

 

 

 

１ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行に伴う関係条例の

整備に関する条例 
【趣旨】 

 過疎地域自立促進特別措置法が失効し，過疎地域の持続的発展の支援に関する特別

措置法が施行されたことに伴い，広島県県営住宅設置，整備及び管理条例について，

必要な改正を行う。 

【内容】 

  引用する法律の題名及び引用条項の整理を行う。 

【施行日】 

  公布の日 

 

２ 広島県手数料条例及び広島県港湾施設管理条例の一部を改正する条例 

【趣旨】 

 港湾物流の円滑化と海田大橋利用者の利便性の向上を目的として，広島県港湾施設 

管理条例に規定する使用料について必要な改正を行う。 

【内容】 

  港湾施設使用料の改正を行い，ETC 割引を拡大する。 

【施行日】 

  公布の日から起算して６月を超えない範囲内において，規則で定める日 

 

３ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく移動等円滑 

 化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部を改正する条

例 

【趣旨】 

移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令の一部が改正さ

れたことを踏まえ，必要な改正を行う。 

【内容】 

  旅客特定車両停留施設の構造基準に関する規定を設ける等の改正を行う。 

【施行日】 

令和３年８月１日 
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